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広島県「減らそう犯罪」推進会議規約 

 

（名称） 

第１条 この会は、広島県「減らそう犯罪」推進会議（以下「推進会議」という。）と称

する。 

 

（目的） 

第２条 推進会議は、「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例（平成１４年

広島県条例第４８号）第６条の規定に基づき、県、市町、県民、事業者及び関係団体が

自由に意見を交換し、相互に協力し合い、もって、犯罪の起こりにくい安全で住みよい

まちづくりのための総合的な取組を推進することを目的とする。 

 

（推進会議の構成） 

第３条 推進会議は、次に掲げる者により構成する。 

（１） 別紙１に掲げる団体又は機関等の代表者等 

（２） 広島県議会議員（警察・商工労働委員会委員長） 

（３） 学識経験者 

（４） 学生の代表 

２ 推進会議に会長及び副会長を置く。 

３ 会長は、広島県知事の職にある者をもって充てる。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

 

（推進会議の運営等） 

第４条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

２ 推進会議は、会長が必要に応じて招集する。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の学識経験者等の出席を求

め、その意見を聴くことができる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順序に

従い副会長がその職務を代行する。 

 

（幹事会） 

第５条 推進会議の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。 

３ 代表幹事は、広島県警察本部生活安全部生活安全総務課長の職にある者をもって充て

る。 

４ 幹事は、別紙２に掲げる職又はその相当職にある者をもって充てる。 

 

（事務局） 

第６条 推進会議の事務局を広島県警察本部生活安全部生活安全総務課に置く。 

別 紙 
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（雑則） 

第７条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

   附 則 

 この規約は、平成１５年２月４日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成１５年１０月１７日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成１６年１０月１８日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成１８年１１月１７日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成１９年１０月１１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２０年１０月１０日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２２年１１月４日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２３年１１月２日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２４年１１月８日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２５年１１月２８日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２６年１１月１７日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２７年１２月４日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２８年４月１５日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２９年６月１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成３０年７月１２日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成３０年９月２０日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和２年７月２０日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和４年７月５日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和７年８月２７日から施行する。 
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別紙１（第３条関係） 

 

（順不同） 

 

   

 

区 分 団体，機関等 備 考 

県 民 公益社団法人 青少年育成広島県民会議 

広島県内警察署協議会 

広島弁護士会 

一般社団法人広島県医師会 

会長が別に指定する報道機関 

公益社団法人 広島消費者協会 

広島県地域女性団体連絡協議会 

ＪＡ広島県女性組織協議会 

公益財団法人 広島県老人クラブ連合会 

 

 

 

 

 

 

事業者 広島県商工会議所連合会 

広島県自動車盗難等防止連絡協議会 

広島県コンビニエンスストア防犯連絡協議会 

広島県住宅産業三団体協議会 

広島県金融機関防犯組合 

広島県二輪車普及安全協会 

 

防犯ボランティア 公益社団法人 広島県防犯連合会 

広島県少年補導協助員連絡協議会連合会 

特定非営利活動法人 広島県生活安全防犯協会 

 

学校・ＰＴＡ 

 

広島県公立学校校長会連合会 

広島県ＰＴＡ連合会 

 

行 政   国 広島少年鑑別所 

国土交通省中国地方整備局広島国道事務所 

 

市 町 

 

 

広島市 

広島県市長会 

広島県町村会 

 

広島県 広島県 知 事 

環境県民局長 

土木建築局長 

広島県教育委員会 教育長 

広島県警察本部 警察本部長 

生活安全部長 
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（順不同） 

           

                                                   

      

 

別紙２（第５条関係） 

区 分 団体，機関等 備 考 

県 民 

 

公益社団法人 青少年育成広島県民会議 常務理事 

広島県地域女性団体連絡協議会 事務局長 

ＪＡ広島県女性組織協議会 事務局員 

公益財団法人 広島県老人クラブ連合会 事務局員 

 

事業者 広島県商工会議所連合会 事務局長 

広島県自動車盗難等防止連絡協議会 事務局員 

広島県住宅産業三団体協議会 事務局長 

広島県金融機関防犯組合 事務局員 

 

防犯ボランティア 公益社団法人 広島県防犯連合会 専務理事  

学校・ＰＴＡ 

 

広島県公立学校校長会連合会 事務局長 

広島県ＰＴＡ連合会 事務局長 

 

行 政   国 広島少年鑑別所 庶務課長 

国土交通省中国地方整備局広島国道事務所 交通対策課長 

 

市 町 

 

 

広島市 市民局市民安全推進課長 

広島県市長会 事務局長 

広島県町村会 事務局長 

 

広島県 広島県 環境県民局県民活動課長  

    土木建築局土木建築総務課長 

 

広島県教育委員会事務局 

 学びの変革推進部豊かな心と身体育成課長 

学びの変革推進部生涯学習課長  

 

広島県警察本部 生活安全部参事官兼生活安全総務課長 代表幹事 


